平成23年度　一般社団法人青森県理学療法士会　青森支部総会　議事録
日時：平成23年7月9日(土)16：00~
会場：青森県立中央病院　3階研修室
次第

1．開会

2．支部長挨拶

3．議長選出　　　佐藤照樹先生　　
4．書記及び議事録署名人選出
5．資格審査報告
　　会員数　176　名
出席者　23　名　委任状　89　名
計　112　名
6．議事審議
7．閉会

議案（承認）
第1号議案　平成22年度事業報告
1）役員会・会計監査等

●平成21年度分青森支部会計監査　（平成22年5月8日：あおもり協立病院会議室）

・帳簿と領収書の確認作業・監査書類作成

●平成22年度青森支部第1回役員会　（平成22年5月8日：あおもり協立病院会議室）

・平成21年度青森支部事業報告・決算報告について

・平成22年度青森支部事業計画・予算立案について

・平成22年度青森支部第1回研修会・総会・新人歓迎交流親睦会詳細について

●平成22年度青森支部第2回役員会　（平成22年10月9日：あおもり協立病院会議室）

・平成22年度青森支部第2回研修会・臨時総会・忘年会詳細について

・平成23年度青森支部事業計画立案について

2）平成22年度青森支部総会及び第1回研修会『施設紹介』（平成22年7月10日：青森市民病院会議室）
平成22年度青森支部新人歓迎交流親睦会（平成22年7月10日：志絵夫）
3）上十三・青森支部合同研修会『認知運動療法（講師：荻野敏先生）』（平成22年9月26日：東北メディカル学院）
4）平成22年度青森支部臨時総会及び第2回研修会『症例検討会』（平成22年12月4日　しあわせプラザ）
平成22年度青森支部忘年会（平成22年12月4日：竹林坊）
第2号議案　平成22年度青森支部収支決算報告（別紙参照）

	＜収入＞
	
	
	
	

	科　　目
	予算額
	決算額
	増　減
	備考

	県士会支部援助金
	258,000
	258,000
	0
	　

	一支部10万円
	100,000
	100,000
	0
	県士会より

	１０００円／人
	158,000
	158,000
	0
	県士会より

	繰越金
	35,371
	35,371
	0
	前年度繰越金

	銀行利息
	0
	19
	19
	利息（8/14・2/12）

	合　　計
	293,371
	293,390
	19
	

	＜支出＞
	
	
	
	

	科　　目
	予算額
	決算額
	増　減
	備考

	会議費
	210,000
	203,662
	6,338
	　

	会議費
	45,000
	35,011
	9,989
	2回（5/8・10/9）

	総会費
	140,000
	119,201
	20,799
	2回（7/10・12/4)

	研修会費
	25,000
	49,450
	▲24450
	3回（7/10・9/26・12/4)

	通信費
	5,000
	2,910
	2,090
	切手・FAX利用

	事務費
	20,000
	6,720
	13,280
	ネームホルダー購入

	各部局活動費等
	30,000
	25,000
	5,000
	　

	予備費
	28,371
	420
	27,951
	ATM手数料

	合　　計
	293,371
	238,712
	
	

	収支差引
	　
	54,678
	
	

	
	
	
	（繰越金）
	
	


第3号議案　平成22年度青森支部収支決算監査報告
第4号議案　支部長選出について
　青森支部会則細則
＜選挙に関する項＞
1) 支部長の選挙は、会則第8条第2項に基づき、この規定によりおこなう。

2) 選挙を行うために、総会の承認を得て、選挙管理委員会を設ける。

3) 選挙管理委員は3名とする。

4) 委員は総会において選任し、委員長は互選とする。

5) 選挙管理委員は次の業務を行う。

1 選挙の告示

2 立候補届けの受理、資格審査、候補者指名の告示

3 投票、及び開票の管理と当選の確認

4 総会に選挙の結果を報告

5 その他、選挙管理に必要な事項

6) 選挙管理委員の任期は選出された時から2年間とする。

7) 支部長に立候補しようとする者は、青森県理学療法士会青森支部の会員でなければならない。

8) 支部長に立候補しようとする者は（様式第１号）をもって選挙管理委員会へ届け出るものとする。

9) 選挙管理委員が候補者となった場合は、当該候補者は選挙管理委員を辞退しなければならない。

10) 選挙の告示は総会の30日前より始め、14日間で立候補の受付を締め切る。

11) 選挙管理委員会は告示に関わる広報を作成し、投票前に会員に配付しなければならない。

12) 選挙は総会において行う。

13) 選挙の方法は、会員の直接投票により行う。

14) 候補者が１名の場合は、信任投票とする。

15) 投票方法は、選挙管理委員会に一任する。

16) 開票は総会にて行う。

17) 開票にあたり選挙管理委員長は、総会出席者の中から2人の立会人を指名し、開票経過の監督を依頼する。

18) 投票中、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。

1 所定の用紙を用いないもの

2 所定の記載要領によらないもの

3 その他、委員会が無効と判定したもの

19) 当選者はそれぞれの有効投票を得たものから高得点順に定める。

20) 選挙の結果は、総会において選挙管理委員会より報告する。

	　　　　　　　　　　　　　　（様式第１号）

青森支部長立候補届書

平成　年　月　日

青森県理学療法士会青森支部

選挙管理委員長殿

氏　　名

生年月日

所属施設名

上記の通り立候補いたします。

立候補者氏名


第5号議案　平成23年度青森支部長選出
支部長：山田伸先生
第6号議案　平成23年度青森支部事業計画

平成23年度青森支部役員

	支部長
	青森支部活動総括
	山田　伸
	青森県立中央病院

	副支部長
	支部長代行
	小村　博
	(福)喜倖会身体障害者更生施設津麦園

	事務局長
	県士会事務局との連携　　支部事務全般
	米田　良平
	じけいかい訪問看護ステーション

	学術部長
	県士会学術局との連携　　支部学術活動
	桜田　雄大
	青森保健生活協同組合あおもり協立病院

	研修部長
	支部研修等企画・運営
	工藤　寛教
	青森保健生活協同組合あおもり協立病院

	厚生部長
	支部福利厚生活動
	三上　綾子
	(財)鷹揚郷腎研究所青森病院

	財務部長
	支部活動会計管理作業
	関野　麻美
	(社)慈恵会青森慈恵会病院

	監事
	支部活動会計監査
	中西　功悦
	青森市民病院

	
	
	安田　真恵智
	外ヶ浜町老人保健施設たんぽぽ


平成23年度青森支部事業計画（案）

1）平成23年度第1回青森支部研修会・総会・交流親睦会の開催
日時：平成23年7月9日（土）14：00～16：00
会場：青森県立中央病院3階研修室
内容：『震災ボランティア報告会及び震災時の対応についての意見交換会』
親睦会会場：グーフィー
2）平成23年度第2回青森支部研修会・臨時総会・忘年会

日時：平成23年12月上旬　　会場：未定　　内容：症例検討会
　　3）平成23年度青森支部特別研修会

日時：未定　　　　　　　　　会場：未定　　内容：未定（実技）
　　4）平成23年度青森支部福利厚生事業

日時：平成23年10月　　　　会場：未定　　内容：ボーリング大会
第7号議案　平成23年度青森支部予算（別紙参照）
平成23年度予算（案）

	＜収入＞
	
	
	

	科　　目
	平成22年度予算額
	平成23年度予算額
	増　減

	県士会支部援助金
	258,000
	276,000
	18,000

	一支部10万円
	100,000
	100,000
	0

	１０００円／人
	158,000
	176,000
	18,000

	繰越金
	35,371
	54,678
	19,307

	銀行利息
	0
	0
	0

	合　　計
	293,371
	330,678
	37,307

	＜支出＞
	
	
	

	科　　目
	平成22年度予算額
	平成23年度予算額
	増　減

	会議費
	210,000
	240,000
	30,000

	　会議費
	45,000
	50,000
	5,000

	　総会費
	140,000
	140,000
	0

	　研修会費
	25,000
	50,000
	25,000

	通信費
	5,000
	5,000
	0

	事務費
	20,000
	20,000
	0

	各部局活動費等
	30,000
	30,000
	0

	予備費
	28,371
	35,678
	7,307

	合　　計
	293,371
	330,678
	37,307


第8号議案　その他
青森県理学療法士会青森支部会則
第1章　設立

第1条　本支部は、青森県理学療法士会細則第6条にもとづき設置する。

第2章　名称

第2条　本支部は、青森県理学療法士会青森支部という。

第3章　事務所

第3条　本支部の事務所は、支部長が別に定めた施設におく。

第4章　目的

第4条　本支部は、青森県理学療法士会定款第3条に沿って、支部に属する会員の親睦と福祉を図ると共に、学術能力の向上ならびに地区住民の健康と福祉の向上に寄与することを目的とする。

第5章　事業

第5条　本支部の総会において決した事業計画により行なう。

2.本支部の事業は、青森県理学療法士会定款に準じ、協力して行なう。

第6章　会員

第6条　本支部の会員は、青森県理学療法士会定款第4条にもとづき、支部構成市町村に勤務するものとする。

2.本支部の会員が他支部へ異動した時は、同年度内の旧支部の会費で、他支部に属することができる。

第7章　会費

第7条　会費は支部総会において別に定める。

2.退会者の会費は、返還しない。

第8章　役員

第8条　本支部に次の役員を置く。

(1)支部長　1人　(2)副支部長　1人　
(3)事務局長　1人　(4)監事　2人

2.支部長は、支部総会において選出する。

3.副支部長以下役員は支部長が任命する。

4.役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

5.その他必要な役員は支部総会において定めることができ、支部長が任命する。
第9章　役員の任務

第9条　支部長は、支部の目的達成のため、会務を統括する。かつ青森県理学療法士会と本会の連絡協調を密にし、支部会員の意向の反映に努める。

2.副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるときは、会務を代行する。支部会員の学術向上および厚生に努める。

3.事務局長は、支部長の指示を受けて会務の処理にあたる。

4.監事は青森県理学療法士会定款11条4項に準じて行なう。

第10章　会議

第10条　本支部の総会は、年1回開催する。

2.本支部の役員会は必要に応じ支部長が招集する。

3.臨時総会は役員会で必要と認めた場合支部長が招集する。

4.本支部の総会並びに役員会は、青森県理学療法士会定款及び細則の定めるところに準ずる。

第11章　会計

第11条　本支部の経費は、青森県理学療法士会支部予算および第7条による。

第12条　本支部の会計年度は、4月1日より翌年3月31日とする。

第12章　雑則

第13条　本会則に定めない事項が生じた場合は、支部総会の承認を得るものとする。

第14条　本会則の変更は青森県理学療法士会理事会の承認を得、支部総会の翌日から施行する。

第15条　この規定の施行について必要な事項は、役員会の議決を経て別に定める。

第16条　本会則は平成19年4月1日より施行する。

附則

1.弔意：会員および本会と密接な関係を有する団体葬ならびに個人に弔電を送り弔慰する。

慶祝：会員が結婚する場合は、会員の届け出により祝電をもって祝福する。
